
政
令
第
百
七
十
六
号 

電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
に
関
す
る
政
令 

内
閣
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
中
「
第
百
二
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
る
。 

第
七
条
中
「
第
百
二
十
八
条
第
四
項
」
の
下
に
「
（
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
、
「
同
条
第
一
項
」
を
「
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
中
「
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
同
条
第
二
項
第
五
号
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

　

 
 
 
 
 
 

　



２　

法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
同
条
第
二
項
第
五
号
の
対

価
の
額
の
基
準
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
る
。

 

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

 

別
表
第
一
中
「
第
八
条
関
係
」
を
「
第
八
条
第
一
項
関
係
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
を
別
表
第
三
と
し
、
別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

 

別
表
第
二
（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

 

一　

土
地

種　

類 

単　

位 

金　
　
　

額
（
年　

額
）

田

畑

塩　

田

宅　

地

そ
の
他

使
用
面
積
を
単

使
用
面
積
一
・

一
、
八
七
〇
円

一
、
七
三
〇
円
　
　

三
六
〇
円

一
、
五
〇
〇
円
　

一
八
〇
円

位
と
し
て
対
価

七
平
方
メ
ー
ト

の
額
を
定
め
る

ル
ま
で
ご
と
に

 

　

 
 
 
 
 
 

　



こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
認
め
ら

れ
る
工
作
物
と

し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の

本
数
又
は
個
数

一
本
又
は
一
個

一
、
八
七
〇
円

一
、
七
三
〇
円
　
　

三
六
〇
円

一
、
五
〇
〇
円
　

一
八
〇
円

を
単
位
と
し
て

ご
と
に

対
価
の
額
を
定

め
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
工
作

物
で
あ
つ
て
、

土
地
の
所
有
者

 

　

 
 
 
 
 
 

　



（
所
有
権
以
外

の
権
原
に
基
づ

き
そ
の
土
地
を

使
用
す
る
者
が

あ
る
と
き
は
、

そ
の
者
及
び
所

有
者
。
次
項
に

お

い

て

同

じ
。
）
の
利
益

に
及
ぼ
す
影
響

が
大
き
く
な
い

も
の
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め

 

　

 
 
 
 
 
 

　



 

　

 
 
 
 
 
 

　

る
も
の

本
数
又
は
個
数

一
本
又
は
一
個

三
、
七
四
〇
円

三
、
四
六
〇
円
　
　

七
二
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円
　

三
六
〇
円

を
単
位
と
し
て

ご
と
に

対
価
の
額
を
定

め
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
工
作

物
で
あ
つ
て
、

土
地
の
所
有
者

の
利
益
に
及
ぼ

す
影
響
が
大
き

い
も
の
と
し
て

総
務
省
令
で
定



 

　

 
 
 
 
 
 

　

め
る
も
の

二　

土
地
に
定
着
す
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物 

鉄
塔
等
を
支
持
す
る
場
所
一
箇
所
ご
と
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
額　

一
、
五
〇
〇
円 

（
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
中
「
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
三
第

二
項
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
四
項
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
四
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条

の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
中
「
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
三
第
一

項
」
に
、
「
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
三
第
三
項
」

に
改
め
る
。 

（
地
方
自
治
法
施
行
令
及
び
国
有
財
産
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 



 

　

 
 
 
 
 
 

　

第
三
条　

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
認
定
電
気
通
信
事
業
者
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
」
を
加
え
る
。 

一　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
九
条
の
四
第
一
項
第
六
号 

二　

国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
第
十
二
条
の
五
第
六
号 

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
四
条　

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
八
条
第
一
項
第
二
十
三
号
中
「
施
設
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
鉄
塔

等
提
供
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
」
を
加
え
る
。 

（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
五
条　

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
二
項
第
六
号
中
「
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

も
の
並
び
に
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
線
路



 

　

 
 
 
 
 
 

　

及
び
空
中
線
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

イ　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

ロ　

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
線
路
若

 

し
く
は
空
中
線
又
は
こ
れ
ら
の
附
属
設
備

ハ　

電
気
通
信
事
業
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定

 

の
適
用
が
あ
る
同
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
塔
等

（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
） 

第
六
条　

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
管
理
に
係
る
行
為
又
は
同
法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
一
項
に

規
定
す
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
の
設
置
若
し
く

は
」
に
改
め
る
。 

一　

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
十
三
号
）
第
三
条
第
二
十
一
号 

二　

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
九
号
）
第
六
条
第
二
十
一
号 

三　

都
市
緑
地
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
号
）
第
三
条
第
二
十
四
号 



 

　

 
 
 
 
 
 

　

（
文
化
財
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
七
条　

文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
六
項
第
二
号
中
「
、
基
幹
放
送
」
を
「
、
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
（
同
法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
を
い
う
。
）
、
基
幹
放
送
」
に
改
め
る
。 

（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
改
正
） 

第
八
条　

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
ロ
」
に
改

め
る
。 

一　

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
第
二
条
第
二
号 

二　

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五

号
）
第
二
十
七
条
第
五
号 

（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
） 

第
九
条　

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

　

 
 
 
 
 
 

　

第
九
十
二
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五　

電
気
通
信
事
業
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。 

附　

則 

こ
の
政
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
令
和
八
年
五
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



 

　

 
 
 
 
 
 

　

理　

由 

電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
政
令

の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 


